
本日の説明項目

１ 地域医療構想等について

（１）地域医療構想の概要と考え方
（２）地域医療構想等に関する国の動き
（３）地域医療構想等に関する道の動き
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２ 北海道地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用して実施す
る事業について

（１）事業スケジュールについて
（２）令和６年度の主な事業



地域医療構想等に関する国の動き
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年月日 内 容

令和５年５月25日 第１２回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（厚労省）
・地域医療構想調整会議における検討状況等調査の報告

11月９日 第１３回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（厚労省）
・地域医療構想の進捗等

令和６年３月13日 第１４回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（厚労省）
・地域医療構想の更なる推進

３月28日 「2025年に向けた地域医療構想の進め方について」（厚労省医政局長通知）
・地域医療構想の更なる推進に向けた国の支援（モデル推進区域、推進区域の選定）
・重点支援区域及び再編検討区域の積極的な活用

３月29日 第１回新たな地域医療構想等に関する検討会（厚労省）
・新たな地域医療構想に関する検討の進め方

４月17日 第２回新たな地域医療構想等に関する検討会（厚労省）
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリング（第１回）

５月 第３・４・５回新たな地域医療構想等に関する検討会（厚労省）
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリング（第２・３・４回）

５月24日 第５回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会（厚労省）
・かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討

６月21日 第６回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会（厚労省）
・かかりつけ医機能に関する医療機能情報提供制度の刷新

６月21日 第６回新たな地域医療構想等に関する検討会（厚労省）
・新たな地域医療構想に関する論点



モデル推進区域（仮称）・推進区域（仮称）について
（「2025年に向けた地域医療構想の進め方について」令和6年３月28日付け厚生労働省医政局長通知）
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○ 2025 年に向けて地域医療構想の取組を進めてきた中、「病床機能報告上の病床数」は「将来の病床数の必要量」に近づい
ており、一定の進捗が認められる。

○ 一方、構想区域によっては、依然として、病床機能報告上の病床数と必要量との間に大きい差異が残っている区域があるた
め、当該差異の状況について、構想区域ごとに確認・分析を行った上で、地域の実情に応じた取組を進めていく必要。

○ 病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられ
るモデル推進区域（仮称）及び推進区域（仮称）を設定。モデル推進区域（仮称）に対しアウトリーチの伴走支援を実施する。

基本的な考え方

モデル推進区域（仮称）・推進区域（仮称）

【都道府県】
2024年度 推進区域（仮称）の地域医療構想調整会議で協議

⇒当該区域における「医療提供体制上の課題」「当該課題の解決に向けた方向」「具体的な取組内容」を
含む「推進区域対応方針（仮称）を策定」

2025年度 推進区域対応方針（仮称）に基づく取組を実施
【医療機関】

2024 年度及び 2025 年度に都道府県が策定した推進区域対応方針（仮称）に基づき、各医療機関の対応方針について改めて
必要な検証・見直しを行う。

【厚生労働省】
2025 年度に推進区域対応方針（仮称）の進捗状況を確認して公表
※モデル推進区域（仮称）及び推進区域（仮称）の設定方法及び推進区域対応方針（仮称）等の詳細については、追って通知

設定時期：2024 年度前半
区 域 数 ：都道府県あたり１～２か所の推進区域（仮称）

当該推進区域（仮称）のうち全国に 10～20 か所程度のモデル推進区域（仮称）を設定
支援内容：データ分析等の技術的支援や地域医療介護総合確保基金の優先配分等の財政的支援



重点支援区域について
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再編検討区域について
（「地域医療構想の進め方について」令和５年３月31日付け地域医療計画課長通知）
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地域医療構想に関する国の支援

重点支援区域 再編検討区域 モデル推進区域 推進区域

選定方法 国への申請後選定 国への申請後選定 国による選定 国による選定

対象事例
（区域）

複数医療機関の再編
統合事例

複数医療機関の再編
検討事例（重点支援
区域申請の前段階）

医療提供体制上の課
題や重点的支援の必
要性がある区域
（全国10～20カ所）

医療提供体制上の課
題や重点的支援の必
要性がある区域
（都道府県あたり1～2カ所）

財政的支援

病床機能再編支援事
業における減少病床
数１床あたりの単価
に1.5を乗じて支援

－ 病床機能再編支援事
業における減少病床
数１床あたりの単価に
1.5を乗じて支援

－

国による
技術的支援

・地域の医療提供体
制等に関するデータ
分析
・関係者との議論を行
う際の資料作成支援
・議論の場、講演会な
どへの国職員の出席
・関係者との意見調整
の場の開催支援

等

・地域の医療提供体
制等に関するデータ
分析

（重点支援区域に加え）

・都道府県コンシェル
ジュ（ワンストップ窓
口）の設置
・構想区域内の課題
把握
・分析結果を踏まえた
取組の検討支援
・地域の枠組みを超え
た構想区域間の意見
交換会の設定 等

・推進区域対応方針
策定

国による公表 あ り な し あ り あ り
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地域医療連携推進法人制度の概要
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要修正


